
組合告示第１０号 

 

焼却灰（大阪基地）運搬業務及び不燃物（大阪基地）運搬業務の委託契約に係る一般競争入札に 

ついて 

 

焼却灰（大阪基地）運搬業務及び不燃物（大阪基地）運搬業務の委託契約について、次のとおり一般競争入札

を行いますので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定により公告します。 

 

令和７年１１月２８日 

 

                               豊中市伊丹市クリーンランド 管理者 

                                     豊中市長  長内 繁樹 

 

１ 入札に付する事項 

（1） 業務名 

焼却灰（大阪基地）運搬業務及び不燃物（大阪基地）運搬業務 

（2） 履行場所 

     豊中市原田西町２番１号 

（3） 業務概要 

   焼却灰運搬業務（概ね54,668ｔ/5年） 

   不燃物運搬業務（概ね5,577ｔ/5年） 

（4） 履行期間 

令和８年４月１日（水）から令和１３年３月３１日（月）まで 

（5） 入札方法 

   本入札は、紙入札により行う。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

   次に掲げる要件をすべて満たし、かつ、豊中市伊丹市クリーンランド（以下「クリーンランド」という。）

の競争入札参加資格確認審査において、その資格を認められた者 

（1） 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（2） 公告日において豊中市物品・業務委託等入札参加資格「９６廃棄物処理」の「０１一般廃棄物処理（収集・ 

運搬）」の認定を受けていること。 

（3） 豊中市から豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措置を受けていない 

こと。 

（4） 豊中市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）に基づく入札参加除 

外措置を受けていないこと。 

（5） 豊中市又は伊丹市の一般廃棄物収集運搬の許可を受け、かつ、公告日までに豊中市、伊丹市又はクリーン 

ランドで一般廃棄物処理業務を元請けとして履行した実績があること。 

（6） 受注者が自ら受託業務を実施する者であること。 

（7） 大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「フェニックス」という。)への運搬に適合した１０ｔダンプ車を 

主灰運搬用にあっては３台以上、ばいじん運搬用にあっては２台以上、不燃物運搬用にあっては１台以上 

フェニックスに登録できる者であること。 

（8） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第５項第４号イからヌまでのい 

ずれにも該当しない者であること。 

（9） 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条による改正前の 

商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を 

命ぜられていない者であること。 

（10） 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃止前の和議 

法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 

（11） 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てを 



していない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第３３条第１項の再生手続開始の 

決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、 

再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（12） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立 

て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。） 

に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１ 

項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をして 

いない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第４１条第１項 

の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者について 

は、その者に係る会社更生法第１９９条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく 

更生計画の認可の決定を含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生 

手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

３ 一般競争入札参加資格確認審査手続 

（1） 本入札に参加を希望する者は、（5）に定めるところに従い、一般競争入札参加資格確認審査申込書及び 

添付書類（以下「申込書類」という。）を提出し、クリーンランドの確認を受けなければならない。 

（2） 期限までに、申込書類を提出しない者又はクリーンランドが入札参加資格がないと認めた者は、本入札に 

参加することができない。 

（3） 入札参加資格の確認の結果は、令和７年１２月１０日（水）に、申込者に郵送及び電話にて通知する。 

なお、入札参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。 

（4） 申込書類の配付 

ア 配付期間 

令和７年１１月２８日（金）から令和７年１２月８日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前

９時から午後５時まで 

  イ 配付場所 

豊中市原田西町２番１号 

豊中市伊丹市クリーンランド施設課 環境・補機係（ごみ焼却施設 ７階） 

電話（０６）６８４１－５７７１ 

  ウ その他 

    令和７年１１月２８日（金）から、豊中市伊丹市クリーンランドのホームページに掲載する。 

（5） 申込書類の提出 

  ア 提出期間 

令和７年１１月２８日（金）から令和７年１２月８日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

の午前９時から午後５時まで 

  イ 提出場所 

豊中市原田西町２番１号 

豊中市伊丹市クリーンランド施設課 環境・補機係（ごみ焼却施設 ７階） 

電話（０６）６８４１－５７７１ 

（6） 申込書類 

ア 受付票（様式１‐１） 

イ 一般競争入札参加資格確認審査申込書（様式２‐１） 

ウ 一般廃棄物処理業務の契約・履行実績（様式３‐１） 

エ ウの実績を証する契約書の写し 

オ 豊中市又は伊丹市の一般廃棄物収集運搬の許可証の写し 

（7） その他 

ア 申込書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 提出された申込書類は、返却しない。 

ウ 申込書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

４ 業務仕様書、入札説明書、現場説明書及び入札心得、誓約書等（以下「仕様書等」という。）の配付 

（1） 入札参加資格の確認の結果、入札参加資格があると認めた者は、仕様書等を配付する。 

（2） 配付方法等 

仕様書等は、事前に電話連絡をした上、令和７年１２月１０日（水）に日本郵便株式会社の貨物（ゆうパ



ック）により料金着払で発送することにより配付する。 

（3） その他 

仕様書等の内容についての質疑の方法は、入札説明書で指示する。 

５ 契約条項を示す場所及び期間 

（1） 場所 

   豊中市伊丹市クリーンランドホームページ＞トップページ＞事業者の方へ＞入札・契約＞公告 

（2） 期間 

令和７年１１月２８日（金）から令和７年１２月２３日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前

９時から午後５時まで 

６ 入札執行の日時、場所等 

（1） 日時 

令和７年１２月２４日（水）午後１時３０分 

（2） 場所 

豊中市原田西町２番１号 

豊中市伊丹市クリーンランド７階大会議室         

（3） その他 

ア 指定した日時及び場所に出席しない者は、当該日において一般競争入札参加を辞退したものとみなす。 

  イ 入札書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

７ 入札方法等  

(1)   落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

(2)  その他  

ア 誓約書(様式４‐１)を提出すること。 

イ 一般競争入札参加資格確認審査申込書、入札書、誓約書に記載された個人情報は、その他の目的のため 

に使用しない。  

ウ 一般競争入札参加資格確認審査申込書、入札書、誓約書の返却はしない。  

エ 文字や金額が不明瞭で判読できない場合、金額を訂正した場合及び記名押印のない場合は、入札自体を

無効とする。  

オ 入札参加者に関する情報及び入札参加者数等の問い合わせについては、受け付けない。  

カ 入札回数は、３回を限度とする。   

８ 落札者の決定 

開札の結果、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者（落札となるべき同価の入札をした者

が２人以上あるときは、くじ引きを行って決定した者）を落札者とする。 

９ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（1）入札保証金 

   免除する。 

（2）契約保証金 

契約予定金額（初年度分）の５％に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市財務 

規則（昭和４６年豊中市規則第１３号）第１２０条各号に掲げる有価証券の提供又は豊中市伊丹市クリー

ンランド管理者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行

った場合は、契約保証金を免除する。（履行保証保険期間は、契約期間とすること。） 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者及び虚偽の申込みを行った者のした入札並びに豊中市伊丹市クリーンラン 

  ド物品購入契約等入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、 

クリーンランドにより入札参加資格を確認された者であっても、当該確認後、入札時点及び開札時点にお 

いて２に掲げる資格のない者がした入札は、無効とする。 

 



11 契約の締結 

契約書を作成する。 

12 その他 

(1)  本入札に係る契約は、業務委託契約書に記載された単価に基づく単価契約とする。 

（2） この契約は、地方自治法第234号の３の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日 

の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において、予算の減額又は削除が

あった場合には、発注者は、この契約を解除することができる。この場合において、契約を解除しようと

する１月前までに受注者に通知するものとする。 

（3） 入札参加者は、豊中市伊丹市クリーンランド物品購入契約等入札心得を熟読し遵守すること。 

13 問合せ先 

豊中市原田西町２番１号 

豊中市伊丹市クリーンランド施設課 環境・補機係（ごみ焼却施設 ７階）     

    電話（０６）６８４１－５７７１ 

 


